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第１７回国土審議会土地政策分科会

平成25年５月16日

【河田企画課長】 お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただいまから第１

７回国土審議会土地政策分科会を開催させていただきます。

委員の皆様方には大変お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。私

は、事務局を務めさせていただきます国土交通省土地・建設産業局企画課長の河田でござ

います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

議事の前に、事務局より報告をさせていただきます。今回の開催に先立ちまして、第１

６回まで特別委員を務めていただきました岡本圀衞様、三好吉清様、渡井理佳子様につき

ましては、ご退任されておりまして、新たに３名の委員に就任いただいております。岩手

県農業会議会長の佐々木正勝委員でございます。

【佐々木委員】 岩手県の農業会議の会長をしております佐々木でございます。よろし

くお願いします。

【河田企画課長】 このほか、明治安田生命保険相互会社代表取締役社長の松尾憲治委

員、神戸学院大学大学院教授の恩地紀代子委員にもご就任いただいておりますけれども、

お二人とも、本日はご都合により欠席とのご連絡をいただいております。

本日のご出席につきましては、恩地委員と松尾委員のほか、須田委員、八野委員、山野

目委員より、ご都合により欠席とのご連絡を頂戴しております。本日ご出席の委員の皆様

により定足数には達しておりますことから、土地政策分科会が成立しておりますので、ご

報告いたします。

それから、申しわけございません、佐々木土地・建設産業局長につきましては、急遽、

大臣関係の用務がありまして、少し遅れて参ります。

それでは議事に先立ちまして、塚本和男土地・建設産業局次長よりご挨拶申し上げます。

【塚本土地・建設産業局次長】 次長の塚本でございます。第１７回の国土審議会の土

地政策分科会開催に当たりまして、ご挨拶を申し上げます。

委員の皆様におかれましては、大変お忙しいところをお集まりいただき、また、国土行

政の推進に当たりましては、日ごろより大変なご理解、ご協力を賜っておりますことにつ

きまして、厚く御礼申し上げます。
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今日、ご審議をお願いしております土地白書につきましては、土地基本法に基づきまし

て、地価、土地利用、土地取引などの土地に関する動向と、政府が行ってきたり、また、

今後行おうとする施策について、毎年国会に報告するものでございます。

土地白書につきましては、毎年、テーマを２つほど選んで紹介をしております。今年の

場合は、１つが、不動産市場における資産価格の変動とグローバル化というテーマを取り

上げております。バブル崩壊以降、我が国の地価は下落を続けているわけでございますけ

れども、最近、不動産市場にも少し回復の兆しが見られるということでございます。今回、

これまでの地価変動の要因と、また、これが経済に及ぼす影響につきまして分析を試みて

おります。また、市場のグローバル化が進む中で、海外の活力を取り込んでいく上での課

題についても記述をいたしております。

また、２つ目のテーマといたしましては、経済社会構造の変化と土地利用ということで

取り上げております。今後、我が国、本格的に人口減少なり、少子高齢化が進むというこ

とで、土地利用にも大きな影響が生じると考えられております。

こういった中で、土地の有効利用を進めていくためにどういった視点が必要となってく

るかということについて分析をいたしております。

委員の皆様方には、ご審議のほどお願い申し上げまして、私のご挨拶とさせていただき

ます。本日は本当にありがとうございます。

【河田企画課長】 どうもありがとうございました。

それでは、お手元の配付資料の確認をさせていただきたいと思います。上から順に確認

させていただきますが、議事次第、座席表のほか、委員名簿、土地白書のポイントが資料

１－１、資料１－２としまして土地白書の要旨、１－３といたしまして、土地に関する動

向（案）、分厚い冊子。それから資料２といたしまして、不動産鑑定評価部会における検

討状況について。資料３、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案。資料４、耐震

・環境不動産供給促進事業ということで、以下、参考資料がございますけれども、特段の

不備等があれば事務局のほうまでお申しつけいただければと思います。よろしいでしょう

か。

なお、本会議の議事の公開につきましては、冒頭だけカメラ撮り可能、会議は非公開、

議事録につきましては、発言者も含めて公表ということにさせていただいておりますので、

よろしくお願いいたします。

それでは、これから御厨分科会長に議事進行をお願いいたします。なお、報道関係の方
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がいらっしゃいましたら、ご退席をお願いできればと思います。

それではお願いいたします。

【御厨分科会長】 それでは、本日の議事に入らせていただきます。参考資料１にあり

ますように、国土交通大臣より意見を求められております平成２５年度土地に関する基本

的施策（案）についてでございます。

それでは、これにつきまして事務局から説明をお願いしたいと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。

【要藤不動産市場企画調整官】 国土交通省土地・建設産業局企画課で不動産市場企画

調整官をしております要藤と申します。

お手元の資料１－１、１－２、１－３とございます。これが今回ご審議いただきます土

地白書に関する資料でございます。資料１－２、１－３が土地白書本体と要旨でございま

して、こちらは閣議決定されて国会のほうに報告される資料となります。こちら、大部に

なりますので、本日は資料１－１で土地白書のポイントという資料をご用意させていただ

いております。こちらのほうで土地白書の概要についてご説明をさせていただきたいと思

います。

それでは、資料１－１を御覧いただければと思います。先ほど塚本次長からの挨拶にも

ございましたように、土地白書は、土地基本法第１０条に基づきまして、毎年国会に報告

をされる白書でございます。白書の構成につきましては、毎年、第１部、第２部、第３部

の３部構成となっております。第１部につきましては、各種統計データを用いまして、地

価や土地取引の動向を紹介して、直近１年間の不動産市場の動向をご紹介するという部分

と、毎年、テーマを２つほど選びまして、分析させていただいた結果をご報告しておりま

す。こちらも、先ほど挨拶の中にございましたように、テーマ１といたしまして、不動産

市場における資産価格の変動とグローバル化、テーマ２といたしまして、経済社会構造の

変化と土地利用ということで、分析した結果をご紹介させていただきたいと思っておりま

す。

下のほうが第２部、第３部でございます。こちらにつきましては、政府・各省庁が土地

に関して行っております施策についてご紹介をさせていただく部分でございまして、予算、

法律、税制等で講じようとすることが決まっているもの、また、講じたものにつきまして、

項目を整理しながら紹介をさせていただいている部分でございます。

それでは２枚目以降、白書の中身についてご説明をさせていただきたいと思います。ペ
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ージをおめくりいただきまして、２ページ目を御覧いただければと思います。こちらは平

成２４年度の地価・土地取引等の動向ということで、１年間を振り返った不動産市場の動

向を紹介している部分でございます。

左上の図を御覧いただければと思います。これは毎年、国土交通省におきまして１月１

日時点の地価を公表させていただいている地価公示の結果をまとめたものでございます。

これを御覧いただきますと、過去、２１年から２５年までのそれぞれの公示結果を商業地、

住宅地に分けてご紹介しておりますけれども、「▲」ということで、下落が続いていると

ころでございますが、下落幅につきましては縮小しつつあるということでございます。

また、紫で囲っておりますけれども、それぞれの地点のうち、昨年に比べて上昇した地

点、もしくは横ばいになった地点を紹介しておりますが、括弧内が昨年の地点数、隣の数

字が今年の地点数ということでございます。上昇地点、横ばい地点は大幅に増えていると

いうことでございまして、地価は下落しつつあるものの、回復の傾向が見受けられるとい

うことでございます。

また、下のほうがマンション市場の動向、右のほうが土地取引の動向について、経年で

データを比較したものでございます。これを御覧いただきますと、マンション市場につき

まして、これはマンションの供給戸数の数値を首都圏、近畿圏について比較したものでご

ざいます。青が首都圏、赤が近畿圏でございますけれども、近畿圏につきましては、２４

年第２四半期から二桁で対前年比増という状況が続いておりまして、２５年の第１四半期

におきましては１８.０％増となっております。また、青、首都圏でございますけれども、

２５年第１四半期につきましては１２.５％増と、こちらも二桁での増加となっております。

また、土地の取引につきましても、２４年に入りましてから対前年で増加が続いており

ます。上のほう、東京の数字でございますけれども、２４年第４四半期では対前年比で２

０％増となっております。

白書本体では、このほか、オフィス市場の動向でございますとかJリート市場の動向に

つきまして、それぞれ数値、統計のデータを用いながらご紹介をさせていただいておりま

すけれども、特に最近の足元の数字でございます。本日朝、ＧＤＰ速報ということで、今

年の第１四半期のＧＤＰの速報が出ておりますけれども、それにありますように、対前期

比で０.９％増という結果が出ております。現在、大胆な金融政策、機動的な財政政策とい

うことで、政府を挙げて取り組んでおりますけれども、そういった政策の効果が不動産市

場のほうにおいてもこれから少しずつ表れてくるのではないかということが期待されると
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ころでございます。

続きまして、３ページ目を御覧いただければと思います。３ページ目につきましては、

被災地における不動産市場の動向を紹介させていただいている部分でございます。昨年の

白書、また、一昨年の白書におきましては、東日本大震災後の被災地の状況につきまして、

テーマの一つとして分析をさせていただいておりましたが、今年から、第１部第１章の第

７節というところを新しく設けまして、東日本大震災後の不動産をめぐる状況ということ

で、被災地関係の不動産市場のデータにつきましてご紹介をさせていただこうと思ってお

ります。

左の上のところでございますけれども、これは被害の特に大きかった東北の被災３県の

地価公示の結果でございます。これを御覧いただきますと、福島県につきましては、２４

年の地価公示では地価の下落幅が前年に比べて大きくなったということでございました

が、今年２５年の地価公示の結果を見ますと、その下落幅は縮小してきているということ

でございます。

また、下の土地取引のデータ、右のほうは住宅着工のデータでございますけれども、被

災３県は、２４年に入りましてから、対前年比で基本的にはプラスで動いているというこ

とで、着実に復興に向けた動きが進んでいるのではないかということを白書の中で紹介し

たいと思っております。

ページをおめくりいただきまして、４ページ以降を御覧いただければと思います。ここ

からは、テーマの分析の内容についてご紹介をさせていただいているところでございます。

まず１つ目の、地価変動についての分析でございます。

皆様よくご案内のことではございますけれども、バブル崩壊後、日本の地価は基本的に

下がり続けているという状況でございます。左の図表を御覧いただければと思いますけれ

ども、赤と青の線がございまして、これはそれぞれ地価と名目ＧＤＰの動きを指数化して

経年で比較したものでございます。赤の線を御覧いただきますと、平成２年ごろ、バブル

崩壊以降はずっと基本的に下落が続いています。青の線は名目ＧＤＰでございます。「失

われた２０年」と言われておりますけれども、バブル崩壊後、なかなか上昇しない、低迷

をしているという状況でございまして、特にデフレの影響もあって、最近については若干

減っているというような状況でございます。

ただ、この２つの指数の動きを見ますと、地価のほうが大きく下がりこんでいるという

ことで、名目ＧＤＰが日本の経済の実態をある程度反映していると考えますと、地価とい
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いますのは、実体経済以上にかなり落ち込んでいるのではないかということでございます。

右のほうの図表を御覧いただければと思います。こちらは、なぜ長期にわたり地価が下

落してきたのかを分析をしようと試みたものでございます。これは、収益還元法という不

動産の鑑定評価の際に使われる手法を応用いたしまして、一定の仮定を置いて、どの要因

が地価を下落させたのかということを分析したものでございます。

赤い線が、地価公示での毎年の地価の変動率でございます。オレンジと青の棒グラフが

ございますけれども、これが、どういう要因が地価の変化に大きな影響を与えているのか

ということを見たものでございます。オレンジの棒グラフが、現在の賃料、収益を表して

いる部分でございます。青の線が、下に書いてございますように、賃料の将来期待、もし

くはリスクプレミアムといったようなものの要因を表しているということでございます。

この分析の結果から分かることといいますのは、バブル崩壊後の地価下落は、賃料の下

落というよりは、賃料の将来期待やリスクプレミアムといったものが地価を下げる要因に

なっているということでございます。これは、長期にわたりまして景気が低迷する中で、

将来に対する期待は人々の中で随分下がってきているということが、こういった地価の下

落の背景になっているのではないかということでございます。

１枚おめくりいただきまして、５ページ目を御覧いただければと思います。人々の地価

に対する期待をアンケート調査の結果で見たものが左側の棒グラフでございます。上のほ

うは、地価の今後の動向について国民の皆様にアンケートいたしまして、結果を集計した

ものでございます。上を御覧いただきますと、今後の地価について、上昇が望ましいと考

える人の割合は２８.３％と３.７％ということで、約３割の方が地価の上昇が望ましいと

考えておられるということでございます。当然、土地の所有をしている方、していない方

によってその差はあるわけでございますけれども、全体として見ると、地価が下落するこ

とが望ましいという方よりは、地価が上昇するほうが望ましいと答えられている方のほう

が若干多くなっているということでございます。

しかし一方で、下のグラフは、現実に、中長期的に地価はどういうふうに動いていくか

という見通しを聞いたものでございます。これを見ますと、地価が下落すると回答されて

いる方のほうが圧倒的に多くなっているということでございまして、地価の上昇を期待す

る人がある程度いるものの、実際には地価が下落すると予想しているということでござい

ます。こうしたマインドを変えていくというのが、一つ、地価の今後の動向に大きな影響

を与えるのではないかということでございます。
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右側のほうはリスクプレミアム、これも一定の仮定を置いて試算したものでございます。

リスクプレミアムといいますのは、投資の際に、リスクのある投資に対して投資家が求め

る超過収益というものでございまして、危険な資産に投資をしようとする場合ほどリスク

プレミアムは高くなるというものでございます。

これを御覧いただきますと、平成前のバブル期には、リスクプレミアムは１％前後とか

なり低い水準にあったものが、この試算の結果によりますと、最近になって５％、６％と、

かなり高い水準になってきているということでございます。こういった要因も、今後の地

価を考える上では大きな影響を与えてくるのではないかということを白書の中では考察さ

せていただいているところでございます。

続きまして、６ページ目を御覧いただければと思います。

過去の白書におきましても、地価の動きがマクロ経済に対してどのような影響を与える

のかということについて、若干の分析をしてきたところでございますけれども、本年の白

書につきましても、そういうことについて若干考察をしたいと思っております。

これまでの白書の分析では、例えば、地価の変化といいますのは、企業が持っている不

動産の資産価格を変化させる、それが企業の銀行からの資金調達能力に影響を与える、そ

れがまた企業の設備投資の行動等に影響を与えるということを分析しておりました。

今回の白書では、不動産市場を考慮いたしましたマクロ経済モデルというものを使いま

して、その中で、地価が変化することによって経済にどういう影響が出るのかということ

を分析しているところでございます。

左の表でございます。１年目、２年目、３年目とありますけれども、これは先ほど申し

上げましたように、リスクプレミアムを０.３％ポイント引き下げた場合に経済がどうなる

かというのをマクロモデルを使ってシミュレーションした結果でございます。この結果に

基づきますと、地価というものは１年目に５％ほど上がるということでございます。それ

がＧＤＰを０.０３％、非常にわずかでございますけれども押し上げるという結果。それが

このモデルでは２年目、３年目になるとまたその影響が少しずつ大きくなってまいりまし

て、３年目にはＧＤＰを０.２％、設備投資を１.２％ほど押し上げるという結果が得られ

ております。

このモデルにつきましては、そのモデルの考え方、つくり方、そういうところに大きく

影響を受けますので、得られた結果につきましては幅を持って解釈しなければいけないと

いうことでございますけれども、大きなポイントとして我々が考えているのは、地価の変
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動は不動産市場の中だけにとどまるものではなくて、世の中全体に幅広く影響をもたらす

ということでございます。

右のグラフは、Jリートに特化した投資信託の残高を見たものでございまして、これは

２４年後半から急激に高まってきているということでございます。これは、最近のJリー

ト市場の好調さを受けて資産額が増えている部分があるわけでございますけれども、一般

に金融資産、特に株につきましては、株の上昇というものが資産効果を通じて個人の消費

行動を活発化させるということが言われております。不動産資産につきましても、こうい

うJリートのような資産は、不動産を証券化することを通じまして、金融資産化している

わけでございまして、不動産市場の状況は、こういうJリートといった金融商品を通じて、

個人の消費行動にも今後影響を与えるようになってくるのではないかということを白書の

中でご紹介させていただいております。

続きまして、７ページ目でございます。こちらはグローバル化についての状況をご紹介

させていただいているところでございます。左の円グラフを御覧いただければと思います

けれども、これはJリートの投資口をどのような主体が保有しているかを見たものでござ

います。これを御覧いただきますと、約３割は外国の投資家の方がJリートの投資口を保

有しておられるということでございます。不動産の証券化ということに関連しまして、不

動産市場もかなりグローバル化が進んできているということでございます。特に不動産投

資市場につきましては、海外の投資家の方がどのように投資をされるのかというのが市場

の動向に大きな影響を与えるということでございます。

右にレーダーチャートのような図がございますけれども、これを御覧いただければと思

います。これは海外の投資家の方に日本の不動産投資市場についてアンケートをさせてい

ただきまして、その結果をまとめたものでございます。非常に複雑な形になっております

けれども、外にあります不動産市場の規模、不動産市場の成長性、これは、それぞれの項

目を挙げまして、それぞれの項目について、投資の際にどれだけ重視をするかということ

と、日本の市場がどういう状況にあるかを投資家の方々に評価していただいたものでござ

います。

見方といたしまして、これは数字が大きいほう、つまり外側に行けば行くほど重視をす

る、評価が高いということでございます。緑の線が重視度について聞いたものでございま

して、これを御覧いただきますと、不動産市場の成長性、不動産市場の安定性、不動産投

資市場の流動性、また、不動産関連情報の入手容易性、充実度、そういったところについ
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て、投資家の方は投資の際に重視するという結果となっております。

赤の線、２つございますけれども、これが日本の市場の評価でございます。実線のほう

は２４年度に実施した結果、点線のほうは２２年度に実施した結果を比較させていただい

ております。これを御覧いただきますと、点線より実線のほうが外に広がっておりまして、

これは２年間で日本の市場の評価が上がっているということでございます。ただ、赤い枠

で囲っておりますけれども、不動産市場の成長性、または不動産投資関連情報の入手容易

性、充実度といったところにつきましては、重視度に比べて評価の程度にギャップがある

ということでございまして、今後、不動産投資市場を考える際には、この２つの点につい

て配慮をしていく必要があるのではないかということでございます。

続きまして、８ページ目は、不動産投資のアウトバウンドについて、若干データを紹介

させていただいているところでございます。左側の図は我が国の経常収支の推移を見たも

のでございまして、緑の部分が貿易サービス収支でございます。日本の経済は、基本的に

財を輸出して外貨を稼ぐ構造になっているという認識でございますけれども、直近のデー

タで見ますと、円高の影響もあって、貿易サービス収支については赤字となっております。

逆に、経常収支を支えているのは所得収支でございまして、海外への投資、それに対する

リターンというものが我が国の経常収支をプラスに支えているということでございます。

これを踏まえて不動産の関係を見ますと、なかなか公的にはデータがございませんもの

ですから、正確なところは分からないのでございますけれども、ある民間機関の調査によ

ると、平成２０年のリーマン・ショック後、海外の不動産投資は増えてきているというこ

とでございます。今後、我が国から海外への不動産投資、アウトバウンドについても、一

つ、不動産市場を考えていく上で、見ていくポイントではないかということでご紹介をさ

せていただいております。

９ページ目以降は、２つ目のテーマでございます、経済社会構造の変化と土地利用につ

いての分析の部分でございます。

９ページ目は、経済社会構造の変化としてどういうものがあるかを概観したものでござ

います。これも皆様ご案内のとおり、これから日本の経済社会は人口減少、高齢化が進む

ということ、あと、産業面では３次産業を中心とした経済構造になっていくということで

ございます。

左側の日本地図でございますけれども、これは、３月に将来人口推計が公表されまして、

それのデータに基づいて、平成３７年の各市町村の高齢化人口の割合を見たものでござい
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ます。これは、青が高齢化率が高くなる、３０％、３５％以上のところでございますけれ

ども、御覧のように、ほとんどの地域で高齢者の方が３割を超える状況になってくるとい

うことでございます。また、右のほうでは、第３次産業のウエートが高まってきていると

いうところを紹介させていただいております。

１枚おめくりいただきまして、１０ページ目を御覧いただければと思います。こういう

経済社会構造の変化を踏まえて、産業面がどのようになっていくかというのを若干考察し

ております。こちらの左のほうは、非居住用建築物の着工床面積の推移を過去から比較し

たものでございます。これは、平成２０年のリーマン・ショック後、急激に落ち込みまし

て、その後、若干回復をしているということでございます。

それぞれの産業別に見た場合に、どの産業のものが増えてきているのかを見ますと、製

造業については平成２０年にへこんだ後になかなか戻ってきていないという状況でござい

ますけれども、赤で囲っております医療・福祉系についてはかなりウエートが高まってき

ているということでございます。これは、先ほどもご紹介いたしました、これから高齢化

が進んでいくということを踏まえて、そういう産業のニーズが出てきているということが

あらわれているかと考えられます。

今後、こういう施設の供給を進めていくに当たりましては、一つ、資金面でどういう方

法があるかということで考えますと、証券化という手法を活用するということがあるわけ

でございます。

右側の円グラフでございます。これは米国のＲＥＩＴがどういう資産を運用しているか

という比率を見たものでございますけれども、日本と同様に、オフィス、商業・小売施設、

住宅といったものが多いわけでございますけれども、赤で囲っておりますように、１３％

はヘルスケア施設を対象としたＲＥＩＴがあるということでございます。ここでいうヘル

スケア施設といいますのは、病院施設ですとか医療介護施設とか、そういうものになるわ

けでございますけれども、アメリカの場合では、そういうものを投資の主な対象としてい

るＲＥＩＴが存在するということでございます。

我が国には、そういうものに投資しているＲＥＩＴも幾つかあるわけでございますけれ

ども、そういう施設を専らの対象としたＲＥＩＴはまだ存在していないということでござ

いますので、今後、そういうＲＥＩＴができていくような環境をつくっていくことも一つ

の課題ではないかと考えているところでございます。

１１ページ目を御覧いただければと思います。こちらは人口減少、少子高齢化によって
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土地利用がどうなっているかをケーススタディ的に見たものでございます。左側の図は、

ある地方都市の中心市街地における土地利用の状況を見たものでございまして、上のほう

が平成５年時点での状況、下のほうが平成２４年時点での状況でございます。上のほう、

オレンジが空き地でございまして、灰色になっているところが駐車場に利用している部分

でございます。この両者を比較いたしますと、明らかに２４年では空き地、駐車場の利用

が増えているということでございます。この地区につきましては、人口についてもかなり

の減少が進んでいるということでございます。これは地域によって個別にいろいろ事情が

あると思いますので、人口が減ったからすぐに空き地が増えるということでは必ずしもな

いわけでございますけれども、全体の傾向としては、今後こういうことが増えていくので

はないかということでございます。

この地域において、なぜ空き地が増えているのかというのを考えた場合に、１つの理由

として、相続をきっかけとして空き地が増えていくということがございます。右のほうの

棒グラフ、これは相続をして土地を取得する可能性がある人を対象にアンケートしたもの

でございますけれども、上のほうにありますように、相続した土地を自分が利用すると答

えられる方は３０％ほどいらっしゃいますけれども、３０％以上の方が利用の予定はない

と回答されています。特に２２.４％の方は管理をするつもりもないということで、こうい

う方が増えていくと、なかなか適切に管理されない土地が増えてくるのではないかという

ことでございます。

下のほうは別のアンケートの結果を使ったものでございますけれども、空き地の所有者

の方に、その空き地をどうしたいかということをお聞きした結果でございます。３割の方

は売却したいというお答えをされておりますけれども、右側のほう、売却や貸す予定はな

いというお答えをされる方が２割いらっしゃるということでございます。残りの方は、既

に貸している、もしくは条件が合えば貸したいということでございます。

これから考えますと、空き地であってもその所有権を手放すところまではなかなかいか

ないということでございまして、今後の方法として、そういう土地をうまく使うには、所

有と利用を分離していくということが１つの方策として考えられるわけでございます。

１２ページ目を御覧いただければと思います。そういう土地の活用につきましては、特

効薬というものはなかなか難しいわけでございますけれども、白書の中では幾つかの事例

を紹介させていただきまして、今後の施策のヒントとしたいということで紹介をしており

ます。
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左側は「カシニワ情報バンク」と申しまして、千葉県の柏市が取り組んでいる事例でご

ざいます。これは、柏市のほうが市内の空き地の所有者の方に情報バンクに登録をしてい

ただく、また、そういう空き地を使いたいという団体の方にも登録をしていただいて、市

が仲介をしてマッチングさせてあげるという事例でございます。この事例はかなりマッチ

ングが進んでいるということで、既に２０件以上、市が仲介することによって空き地の利

用が進んだということでございます。

右側の図は「家守事業」ということで、東京都千代田区の神田で取り組まれている事例

でございます。これにつきましては、使われていない空きビルみたいなものを、家守事業

者という方が一括して建物を借り受けて、内装等をきれいにしてコンバージョンをして、

テナントを独自に見つけてきて、新しいテナントの方に入っていただくという取組をやっ

ているものでございます。これにつきましては、小林委員もこの検討に関与しておられた

とお聞きをしております。このような取組をして、空きビルの有効活用を進めているとい

うことでございます。

この２つの例に共通すると思われることは、使いたい人と、持っているけれどもうまく

使うことができていない方の間に入る第三者がいらして、その方が両者のニーズをうまく

マッチングさせることによって不動産が使われるようになるということでございます。

日本全国、状況は様々でございますので、これはあくまでも１つの考え方ではございま

すけれども、今後、こういうマッチングというようなことを考えていくこともあるのでは

ないかということで、白書の中でご紹介をさせていただいております。

申しわけございません、説明が長くなりましたが、最後でございます、１３ページ目。

こちらのほうは第２部、第３部ということで、土地に関する施策について紹介をしたパー

トでございます。第２部、第３部、それぞれ土地に関する情報の整備、地価動向の的確な

把握、不動産市場の整備等々、各項目に分けまして、国土交通省のみならず、各省庁の土

地に関する施策についてご紹介をさせていただいているという部分でございます。

特に、今後の施策といたしまして、土地に関する情報の整備としては、国土調査、地籍

調査の推進ということがございます。また、地価動向の把握でございますけれども、不動

産取引価格情報につきましては、国交省でホームページをつくりまして、情報提供をさせ

ていただいているところでございますし、不動産鑑定の評価のあり方についても現在議論

を進めているところでございます。また、不動産市場の整備ということで、不動産市場の

関連の法制度の整備も進めているところでございまして、今国会では不動産特定共同事業
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に関する法律も、改正法を出させていただいているところでございます。

また、第８章では「環境保全等の推進」とございますけれども、こちらにつきましては、

農地・森林、または自然環境等に対する農林水産省、環境省の取組についてご紹介をさせ

ていただいているところでございます。また、最後に、震災復興関連の施策についてもま

とめて紹介をしているところでございます。

以上、説明が長くなりまして恐縮でございますけれども、白書のポイントでございます。

よろしくお願い申し上げます。

【御厨分科会長】 ありがとうございました。

ただいまの説明に関連して、補足説明が２つあるようでございますので、続けてご紹介

していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

【高橋不動産鑑定評価指導室長】 鑑定評価指導室長をしております高橋と申します。

それでは、資料２に基づきましてご説明を申し上げます。

不動産鑑定評価部会での検討状況でございますけれども、この部会と申しますものは、

当分科会の組織として設置されたものでございまして、本日ご出席の前川委員に部会長、

熊倉委員に部会長代理をそれぞれお務めいただいているものでございます。

平成２４年３月から、不動産鑑定評価をめぐる多様なニーズ、また国際化に対応した制

度のあり方についての検討を開始したところでございまして、具体的には、先ほどもご紹

介がございましたとおり、不動産鑑定士が評価を行う際の不動産鑑定評価基準の見直しと

いうものをご審議いただいているところでございます。

経緯等の欄に記載がございますけれども、これまで３回ほど部会を開催させていただき

まして、来月をめどに予定しております部会におきまして、今般の鑑定評価基準等の見直

し内容の取りまとめを行っていただいた後、本年度内に成案を得まして、パブリックコメ

ント等の手続に移行していくという予定でございます。

それでは、内容面につきまして、次のページをもとにご説明を申し上げます。

今般の鑑定評価基準の見直しの全体像を示したものでございますけれども、見直しの着

眼点といたしましては大きく２つございまして、先ほど来ご説明をさせていただいており

ますけれども、１つは不動産市場の国際化への対応でございます。こちらの背景といたし

ましては、不動産市場の国際化の進展、インバウンドの投資、アウトバウンドの投資、双

方でございますけれども、そういったものがあるというものでございます。

２つ目が、これは企業会計に関連するものでございますけれども、日本の会計基準につ
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きましては、国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）と呼ばれておりますものについてのコンバー

ジェンス、こちらに伴いまして、不動産についても時価算定の評価ニーズが増えてきてい

るというものがございます。これに対応した課題といたしましては、ＩＶＳというものが

ございますけれども、これは世界４６カ国の国・地域の鑑定士ですとか評価人の団体が加

盟する国際的な審議会で策定された、一般的な資産評価をする際の基準でございますけれ

ども、グローバルスタンダードの評価基準として定着しつつあるものでございます。

このＩＶＳの採用国が増加する一方で、昨今の日本の不動産投資市場におきましても、

例えば、海外投資家からＩＶＳに準拠した評価を求められるといった場面も増加してきて

いるようでございます。現行の日本の鑑定評価基準につきましては、ＩＶＳに定めます価

格の概念でございますとか手法手順については、おおむね一致をみているところでござい

ますけれども、一部、条件の設定、手順ですとか価格の種類、表示の仕方といったような

ものにつきまして、我が国の鑑定資格制度は国家資格制度であるということですとか、あ

るいは我が国の不動産の取引市場の慣行などを反映いたしまして、若干、厳格であるとい

う傾向がございます。

これに対応した見直し内容としてご議論いただいているポイントとしまして、論点Ａか

ら論点Ｃまでございます。

論点のＡといたしまして、不動産鑑定評価基準へのスコープ・オブ・ワークの概念の導

入というものでございます。このスコープ・オブ・ワークと申しますものは、ＩＶＳにお

きまして広く導入されているものでございまして、合理的な理由のもとで依頼者と合意の

もと、評価の条件ですとか調査の範囲等々につきまして、合理的に決定をしていく手順の

ことを指してございます。今ご審議いただいている内容といたしましては、例えば、鑑定

評価を行う上で、土地の土壌汚染があるとか、あるいは建物に有害物質が使われている場

合ですとか、不動産鑑定士の通常の調査能力の範囲をおよそ超えているような内容等につ

きましては、こうした概念を導入することによりまして、もちろん、評価の信頼性は維持

しつつも合理化を図っていこうという手続を入れてはどうかというものでございます。

論点Ｂにつきましては、価格概念のＩＶＳとの整合性の向上でございます。こちらにつ

きましては、主に証券化の対象となる不動産を念頭に置いたものでございますけれども、

現行の評価基準におきましては、不動産の証券化に関連しました価格を求める際には、特

定価格と表示することが義務づけられております。この背景といたしましては、そもそも

我が国の証券化の黎明期におきましては、投資家保護の特段の社会的要請がございまして、
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収益性をもとに不動産の価値を判定していくという側面から、あえて特定価格として表示

をしていく決まりとなった背景がございますけれども、昨今の不動産投資市場の動向を見

ますと、不動産の証券化のみならず、広く投資適格にある投資対象不動産につきましては、

収益性を前提に価格の判断がされるということが当然のこととなってきてございますの

で、これを、ＩＶＳの一般的な市場価値の概念であるマーケットバリュー、日本の基準で

申しますと正常価格として表記してもよろしいのではないかという議論が行われてござい

ます。

論点Ｃにつきましては、アウトバウンドの投資に対応したものでございますけれども、

海外投資不動産鑑定評価ガイドラインの見直しでございます。これは、我が国投資法人が

海外の投資用不動産を取得する際などに用いられるものでございますけれども、昨今のア

ジア新興国等におけます投資適格物件の増加などに伴いまして、このガイドラインの適用

対象国を拡大するなどの検討を行っているところでございます。

こちらの見直しの効果といたしましては、国際的な不動産投資の円滑化に貢献できるの

ではないかと考えてございます。

右の欄に移っていただきまして、（２）多様な評価ニーズへの対応というものがもう一

つの項目としてございますけれども、こちらも、大きな背景といたしまして不動産の証券

化等々を踏まえたものでございます。証券化対象不動産は、先ほどの説明にもありました

とおり、オフィスですとか共同住宅といった典型的な不動産以外にも、昨今では、ホテル

ですとかショッピングセンター、あるいはヘルスケア施設といったようなものまで多様化

しつつあるという状況にございます。

現状の課題といたしましては、こうした事業用不動産の評価についての規定が不十分で

あるという面がございまして、そのほか、昨今、中古住宅流通市場の整理が求められる中

で、それについての手当ても必要であろうということが言われてございます。

これを踏まえた見直し内容といたしましては、それぞれの規定を充実していこうという

方向で検討を進めてきてございまして、特に、この事業用不動産と申しますものが、運営

主体の事業の運営能力により不動産の価値が大きく変化するということを踏まえまして、

不動産の収益性を特に適切に把握をしていくという面から、規定を追加していこうという

議論をしております。

その効果といたしましては、鑑定評価の信頼性が向上するということが見込まれるわけ

でございます。
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そのほか、論点ＧからＩまで挙げてございますけれども、昨今の鑑定評価ニーズの多様

化を踏まえまして、改正が必要な内容についても、あわせて検討を進めているところでご

ざいます。

簡単ですが、以上でございます。

【宮坂不動産投資市場整備室長】 不動産投資市場整備室長の宮坂でございます。資料

３及び資料４に基づきまして、２点ほどご説明させていただきたいと思います。

まず、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案でございますが、今年の３月２９

日に閣議決定いたしまして、今、国会にかかっている状況でございまして、もうそろそろ

審議をしていただけるのではないかと期待をしているところでございます。前通常国会に

一回提出させていただいたのですが、あいにくと審議未了で廃案になってしまったという

ことがございまして、再チャレンジしているという状況でございます。

２回目でございますので、内容につきましてはもう皆さんご承知ということで、ほぼ割

愛させていただきたいと思うのですが、今まで、不動産特定共同事業という、あまり聞き

なれない事業名だと思うのですが、簡単に言いますと、投資家の皆さんから小口の投資を

受けて実物不動産の取引を行って、その収益を皆さんに分配するという事業でございます。

何が問題であったのかということでございますけれども、不動産特定共同事業を営む方

はデベロッパーの方が中心だったわけですが、デベロッパーの方は、その事業だけやって

いただくわけではなくて、例えば、リゾート経営をやったりゴルフ場の経営をやったりと

か、いろんな事業をやっておられます。そうしますと、プロ投資家の皆様にとりますと、

そこを信用して投資をして大丈夫だろうかと、不安になってしまうということがございま

して、不動産特定共同事業法をうちで所管しているわけでございますけれども、なかなか

事業規模が増えていかないという状況にございました。

ほかにも、不動産の証券化のスキームというのがございます。Jリートでございますと

か、資産流動化法に基づきますＴＭＫと呼ばれているスキーム等がございますが、例えば

Jリートでございますと、いわゆる開発ものには使えないということ。それから資産流動

化法だと、どうしても組成コストがかかってしまうという問題点がございまして、中小規

模の開発にはなかなか使いにくいというのが現状でございました。

今回、そこの部分を改定いたしまして、まず、ＳＰＣをつくることができるようにした

いと考えております。ＳＰＣで、デベロッパーさんの倒産のリスクを隔離いたしまして、

いわゆる倒産隔離という仕組みをつくりまして、その事業だけに特化することにより、プ
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ロ投資家の皆さんの投資を引き出したいというものでございます。そうすることによりま

して、私のほうとしては、できれば年５,０００億円くらい投資が増えていっていただけれ

ばありがたいなと思っております。

裏をめくっていただきますと、具体的な活用イメージでございます。上のほうを見てい

ただきますと、耐震性が劣っているものにつきまして、建て替えをしてやっていきましょ

うというものでございまして、ご承知のとおり、法人が所有する不動産のうちの、いわゆ

る旧耐震もの、あるいは耐震基準がどうなっているか分からないもの、こういうものを合

わせると、実は３分の１がそういう状況にあるという状況にございまして、これを何とか

していくという上では、結構使えるのではないかと思っております。

２つ目でございますが、先ほどからヘルスケア施設という話がございましたが、地方で

は特にこのヘルスケア施設、介護系のもののニーズが非常に高まってございます。ですの

で、老朽化している駅前の商業ビル、あるいはそれに類する遊休地みたいなものを介護施

設に再生させていくというのも１つのニーズなのかなと思っておりまして、こういったと

ころを進めていきたいと思っております。

続きまして、２つ目、資料４でございますけれども、耐震・環境不動産形成促進事業と

いうことで、これは、昨年度の補正予算で国土交通省と環境省が協力して立ち上げた事業

でございます。

皆さんご承知のとおり、不動産の開発事業というのはどうしてもリスクが伴います。そ

の部分につきまして、やはり民間企業の皆さんはなかなか、特に金融機関の皆さんは、リ

スクがあるということで、やってもいいんだけれども、あと一歩というところが結構ござ

います。そこの部分につきまして、民間投資の呼び水となるリスクマネーを国が少し出し

てあげるということによりまして、実際の事業が立ち上がってくるのを促したいという仕

組みでございます。

スキームのイメージはいろいろございますけれども、まず、国のほうから、基金設置法

人ということで基金を造成していただける法人をつくりまして、そちらのほうに補助金と

いう形でお金が参ります。その後、この基金設置法人と不動産の運用会社のほうで、ＬＰ

Ｓといわれる投資のファンド、不動産に投資をするファンドをつくっていただいて、これ

がいわゆる、官と民が共同してつくるファンドという形になりまして、そのファンドがそ

れぞれ個別事業のほうに出資をしていくというものでございます。

対象となる事業でございますけれども、もともと老朽化してしまっていてどうにもなら
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なくなっていたものであれば、これを建て替えしていただいたり、あるいは、旧耐震のも

のを何とか新耐震に改修していこうというものであれば、そういった改修費用に充てたり

ということを考えておりまして、最終的な出口としては、ＲＥＩＴでございますとか企業

さんに取得していただくということを考えております。

私どもといたしましては、これを契機といたしまして、環境性能にすぐれた建築物にし

ていっていただきたいと考えておりまして、今回の対象事業については、例えば、改修で

ございますと、前より１５％以上省エネになっているとか、あるいは、新築でございます

とＣＡＳＢＥＥのＡランク以上というものにしていきたいと思っております。

新しい事業でございますので、積極的な活用を進めていければと思っております。

以上です。

【御厨分科会長】 ありがとうございました。

それでは、残された時間で、お聞きした説明を踏まえまして、各委員の皆様からご自由

にご質問、ご意見をいただきたいと思います。どうぞ挙手をして、順次ご質問等をいただ

きたいと思いますが、いかがでございましょうか。

それでは前川さん、お願いします。

【前川委員】 基本的には承認したいと思うんですけれども、１部の土地に関する動向

の１章は従前より充実していましたし、２章においては、１節で地価の変動とその要因、

２節では地価の変動がマクロ経済に与える影響という分析をされて充実していることと、

３章においては、３節の人口減少、少子高齢化等による土地利用の変化というところが結

構充実されているという印象を受けました。

承認したいと思うのですけれども、その上で、幾つかコメントと質問とか意見を二、三

言ってみたいと思います。

１つは、地価の変動とその要因の分析ですけれども、これはリスクプレミアム、マイナ

ス収益の将来見通しということで、イメージ的には不動産の利回りのスプレッドというふ

うに理解できるのですけれども、感覚と一致しているかなという気はいたします。ですか

ら、そういう意味では、それなりの適切な分析かなとは思います。ただ、少し金利の反応

が、リスクプレミアムに対する反応が多いんですね。これは基本的には、おそらく金利の

反応に不動産価格がそんなに敏感についていっていないと思うんです。だから、この差が

リスクプレミアムで逆に説明しているという形になっているような気がします。

それから、リスクの低下による効果というのは分析されているんですけれども、これは
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基本的に、リスクプレミアムの求め方がインプライドされているリスクプレミアムレート

を抽出しているということで、ある意味では結果からリスクプレミアムレートを抽出して

いるわけです。これはちょっとないものねだりかもしれませんけれども、もしリスクが低

下したらどうなると言っているのですが、まずその前に、リスク低下の要因は何なんだと。

マーケットでそういう評価をされていたよというのは、一つ、インプライドされたもので

分かったのですけれども、この政策として、低下はつながるというからには、では、どう

したらリスクを低下させることができるのかということも少し分析を入れないと、ここは、

せっかくやっているけれども生きてこないかなというような気がいたしました。もし、何

かその対策があるのであれば教えていただきたいということです。

それからもう一つが、ヘルスケア施設を証券化にもっと利用したほうがいいのではない

かということですけれども、証券化は利益があるところに行くわけですので、ヘルスケア

施設が今現在どういう構造になっているか、もともと収益性とか、そういうものがきちっ

となっているのか、もしかしたら、国の税金を当てにしたＲＥＩＴになっちゃうと、また

これも変ですよね。いわゆる保険料を上げれば収入が増えるよという形になっても変なの

で、まず、資金の調達はもちろん、運用、重要だと思うんですけれども、その前に、どう

いう収益性があるかとか、どういうものだと……、アメリカでヘルスケア施設が対象にな

っているのだったら、アメリカでヘルスケア施設はＲＥＩＴが目を向けるほどの収益性が

あるのかどうかというのは、ちょっと分析が必要かなという気がしました。

それから、人口の減少と少子化に対する土地利用をかなり割いてやっているんですけれ

ども、これは政策の中にもっと積極的に入れることは、真剣にこれから、少子高齢化とい

うのは待ったなしなわけですから、この土地白書の政策、分析はよくされていると思うん

ですけれども、それに向けた基本的な政策はどうしたらいいか、早急に考える時期じゃな

いかという気がいたしました。

以上です。

【御厨分科会長】 ありがとうございました。

それでは、コメントと幾つかのご質問ということですが、これは今お答えいただきます

か。それとも、もう少し質問が出てからのほうがよろしゅうございますか。

【河田企画課長】 個別に、簡単に返させていただいて、最後にまとめてやっていただ

く、そんな感じでお願いできればと思います。

【御厨分科会長】 分かりました。
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【河田企画課長】 まず１点目でございますけれども、リスクプレミアムについての計

算の仕方、少し、私どもが足りないテクニカルな部分をご指摘いただきまして、ありがと

うございます。

対策でございますけれども、そこは、私どもとしてできることをいろいろさせていただ

くということ以上でも以下でもないのですけれども、今回、不動産特定共同事業法を改正

させていただいて、倒産隔離のスキームを用意させていただいたとか、あとは、新しいフ

ァンドの中で、官のほうがお手伝いできるリスク、出資みたいなものを少しさせていただ

くとか、いろいろな、できることを総合的にやらせていただきたいと考えているところで

ございます。

３点目の少子高齢化につきましては、とにかく一番大きな問題だと思っておりまして、

今回の白書の分析の中にもＡ市、Ｂ市というようなことで、例でございますけれども、か

なり空き地が増えている、あるいは空き家が増えているというのが本当に深刻な問題だと

思っておりますので、その辺は、国土交通省全体として、いろんな部署で、住宅局とか、

そういうようなところが個別にいろいろな対応をしておりますけれども、全体としてどの

ような対応ができるのかということをしっかりやらせていただきたいと思っております。

それからヘルスケア施設につきましては、ヘルスケア施設を対象としたＲＥＩＴをどう

いうふうに普及させていったらいいのかということを、いろいろ勉強会をさせていただい

ていて、課題ですとか、どのようにやったら普及していくのかということを施策にすべく

対応していきたいと思っておりますので、また、いろいろご指導をいただければと思って

おります。

以上でございます。

【御厨分科会長】 それでは、望月委員どうぞ。

【望月委員】 前川委員の話の続きのようなので、ちょっと先に言わせていただきます。

今年度の白書はかなり果敢に、難しい分析を突っ込んでやっていただいて、それはいい方

向だなと思うんですけれども、願わくば、さらにもう少し突っ込んだ分析を今後していた

だきたいと思います。

その一例、二例を。白書の最初のところで、「回復の兆しが見られる」というところが

ありましたよね。うちの住生活研究所で、毎年、「住生活１０００人調査」というのをし

ていまして、住宅計画保有率を毎年見ています。今年は３月に行ってできたてほやほやで

すが、その保有率が何と、一昨年の末の３倍に増えているんですね、極端に。１０％をち
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ょっと切っていたぐらいの数字が、今年の３月の調査では、２７％に上がっている。影響

した外部要因というのも聞いているんですけれども、トップが消費税の増税、前倒しをし

たいということですね。それからローン減税、これはずっとやってきたこと。次いでアベ

ノミクスというのを入れましたら、それが第３位でした。

何が言いたいかというと、住宅というものに関しても、景気という気分で回復してしま

う。ある意味ではその危うさというか、気分で上下してしまうということがあるので、や

はり、何で回復しているかを今後見極めていかないと、この回復を本当に経済成長につな

げられないのではないか。だから、分析を深めるというのは、こういった足元の景気を見

る上でも必要かなというのが１つです。

２番目は、前川委員とほとんど同じ印象を持ったんですけれども、地価変動要因につい

ての分析で、なぜこれが起こるのか、本当にこういう基準で見ていいのかという本質的な

問いを繰り返していかないといけないのではないのかと思います。

例えば地価の回復について、実態に見合わないということを、ＧＤＰの名目の指数と、

地価の指数の比較でやっていますよね。これ、もう二十何年もやっていて、こんな乖離に

なったものを、実態に合わないからってどうやって調整するのか。こういったときに、そ

もそも本当にこの見方でいいんだろうかというのを振り返る機会を持ってもよかったのか

なというのが一つあります。そういうことができるのか分かりませんけれども、例えば諸

外国の例で、地価の水準と実体経済との比較でどんな指標を見るのでしょうかとか。本当

にそうなのかという見方を、頭をやわらかくして見る必要があるのではないかと思います。

それから、先ほど前川委員がおっしゃられたように、地価下落要因ポイントである将来

収益の見通しの上下が何故起こるのかが、本来、一番問われるところなので、果敢に挑戦

していただいて大変だったと思うのですけれども、今後、さらにそれを突っ込んでいただ

くと、ものすごくいいものになるのではないかなと思いました。

【御厨分科会長】 どうぞ。

【河田企画課長】 ご意見どうもありがとうございました。

いわゆるアベノミクスの効果で、実体経済、不動産の分野で、どのようなプラスの効果

があるのかということにつきましては、白書の本文に追加で１枚入れさせていただいてお

りますけれども、この中に書かせていただいておりまして、例えば住宅着工戸数が底堅く

推移しているですとか、新築マンションの供給戸数が増加をしているというようなことに

ついて書かせていただいておりまして、こういったようなことが一時的なトレンドに終わ
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らないように、私どもとして不動産市場の活性化に向けての対応を、いろいろさせていた

だきたいと思っております。

それから、地価の変動要因について。諸外国との関係との比較などを含めた、単純にこ

こではＧＤＰと比較させていただいて、これが一番分かりやすいかなというようなことで、

こういうふうにさせていただいておりますけれども、この辺につきましては、引き続き対

応させていただきたいと思っております。

地価調査課のほうから、何か補足することがあればお願いできればと思います。

【姫野地価調査課長】 地価調査課です。我々のほうの地価のデータもここで使わせて

いただいておりますけれども、地価公示、１年に１回ということですので、なかなか、ア

ベノミクスの効果ということについては、ちょっと時期的な問題があるかと思いますので、

今後もいろいろ、地価の調査であるとか、あと、四半期ごとに地価ルック調査というもの

を行っておりまして、鑑定の資格を持っている方に、いろいろと地域の状況等も見ていた

だきながら、上がっている、下がっているという動向をご報告させていただくようなこと

もありますので、そういうところで、ミクロな各地区の集合体的な情報になるかと思いま

すけれども、そういうことについても引き続き、できるだけ正確な情報の提供についても

努めていきたいと思っております。

【御厨分科会長】 分かりました。よろしゅうございますか。

【要藤不動産市場企画調整官】 ちょっと補足で。

【御厨分科会長】 どうぞ。

【要藤不動産市場企画調整官】 分析のところ、前川委員からご指摘をいただきました。

ご指摘のとおり、まだチャレンジングといいますか、今までの白書であまりやっていなか

ったところに挑戦してみた部分でございますので、分析のところは、さらにもっといいも

のができればというのはおっしゃるとおりでございます。特に、リスクプレミアムって一

体何なのか、何がそれを決めるのかというところは、上がっているということが分かった

としても、それを下げる方法が分からないと、結局、ただ上がりましたねと見ているだけ

になってしまいますので、そこのところはやっぱり、今後もう少し、いろいろ検討して、

何でリスクプレミアムが上がるのか、何で人々の期待が変わるのかというようなことも分

析できればいいなと思っておりますので、引き続きご指導いただければと思っております。

【御厨分科会長】 それでは、森泉さん。

【森泉委員】 ご説明ありがとうございました。私としては、年々計量手法のモデルが
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入ってくるので、うれしい限りなのですが、大きく３点ほど、質問も含めて申し述べさせ

ていただきます。

今回は当然、これでよろしいかと思いますが、将来少し改良する場合に向けてコメント

をさせていただきます。また、今回についても少しご質問をさせていただきたいと思いま

す。

まず、マクロモデル云々に関しては、細かく申し上げるつもりは全くございませんが、

モデルでは予想が登場していますが、短期的なものか、あるいは長期的なものか、その辺

はどういうふうにお考えになっておられるのでしょうか。予想の変化についても同様です。

すなわち、土地価格、上がりますか、下がりますかというような質問を、白書のたびに毎

年アンケート調査をしているようです。従いまして、この調査を少し利用できるのではな

いかという、前向きの話です。

それから２番目なのですが、一応、マクロモデルを見ると、考えていらっしゃるようで

すけれども、基本的に、家計のレベルから見ると住宅の資産というのは全資産の大体七、

八割を占めてしまって、大変大きいものです。ここで、資産効果は、アメリカの場合は借

り入れが多かったからですが、日本の場合、どういうルートで発現するのかちょっと分か

りませんが、時系列で見たりすると一応出てはきます。そこで、住宅資産と家計が持って

いる金融資産との代替性みたいな問題は、考える必要があると思うのです。先ほど前川委

員がおっしゃったように、金利の反応がちょっと大きく出過ぎているというのはマクロの

面ですが、マイクロの家計レベルの話でも、代替性を考慮にいれると、金利の反応も大分

違ってくると思います。金利変数は、計量モデルでは、定義も含めて難しい問題を含むの

ですが、今後はその点も少し意識していただきたいと思います。要するに、金融資産と明

示的な代替を考慮する必要があると思います。

次に、住宅とも絡むのですが、少子高齢化関連で、もう少しマーケットを意識していた

だきたかったなという気がします。６５歳以上になると、８割の世帯が持ち家を持ってい

ます。そうしますと、どんどん高齢化していくと、自己保有の住宅をどのように扱うかと

いうことが重要になってきます。ここでは空き家が出るというふうな事例で扱っていらっ

しゃいましたけれども、経済的なアプローチをすると、マーケットにおいて、大きな供給

プレッシャーになります。供給プレッシャー、それから住宅価格、ひいては、土地価格等

にどのような影響を与えていくかということが問題になると思います。そのルートは、モ

デルを組まないまでも、少し考えておいたほうがいいのではないかと思います。この点に
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関して、もう少し踏み込んだものが必要ではないかなという気がいたしました。

それから、３番目です。税金のモデルで見てみますと、固定資産税などがありますが、

今後相続税が大きく変わっていきます。その影響が不動産の売却へと向かえば、都市部で

は土地がますます細分化してしまうと思うのです。それに対して、何かの施策みたいなも

のが必要ではないかという気がいたしました。

それから最後。細かいことか大きいことかよく分からないのですが、白書の１１６ペー

ジに世帯主の年齢別宅地資産保有額がありますが、これは、全国消費実態調査から推計し

たのですか。

【要藤不動産市場企画調整官】 はい、そうですね。

【森泉委員】 今後分析を不動産価格へと広げた場合の参考までに述べさせていただき

ます。全国消費実態調査のデータをこの間調べていて気が付いたのですが、リーマン・シ

ョック後も、家計の金融資産額は減るのですが、住宅資産価格のほうは上がっています。

その辺に違和感を持っておりましたので、ご参考までに申し上げておきます。

【要藤不動産市場企画調整官】 実態調査の数字がということですね。

【森泉委員】 ええ、実態調査で推計している、この住宅土地資産額は、時系列で見た

ら若干違和感があるということです。これは主として住宅建物の資産価格が原因ですので、

住宅資産額推計については、留意が必要ということです。今後のご参考まで。

【御厨分科会長】 いかがでしょうか。よろしく。

【河田企画課長】 ご意見どうもありがとうございました。

それでは、私のほうからちょっと政策的なことを中心に、とりあえずお答えをさせてい

ただきたいと思いますけれども、最後に税制のことで、土地が細分化してしまうというの

が非常に大きな問題だというご指摘を受けましたけれども、今般、相続税の制度が税制の

ほうでも大きく変わりますので、私どもとしても、とにかく土地をまとめないとなかなか

収益も上がらないし、新しい時代にマッチした生活面の充実さ、緑あふれるオープンスペ

ースに富んだ、国民に豊かな暮らしをつくっていくという観点から、そういう視点は非常

に重要であるというふうに思っておりますので、少し、私どもとして、今のご意見を受け

とめさせていただいて、どういうことができるのか考えさせていただきたいなと思ってい

ることと、あと、マーケットをとにかく意識したほうがいいというご指摘を頂戴しました

けれども、その辺、私ども公務員が一番苦手としている部分かも分かりませんので、いろ

いろな業界の方々のご意見を、とにかくよく伺うこと。それから、最近は専門誌とかイン
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ターネットとかでいろいろな情報が出ていますので、少しその辺は細かく見させていただ

いて、世の中の実態と乖離したような制度はすぐに改めていくというような姿勢で、いろ

いろ仕事をさせていただきたいなと思っております。

あと、細かな、アンケートをいろいろ利用したらいいかとか、この推測の手法等々につ

きましても、引き続きいいものになるように勉強して、続けていきたいと思っております

ので、引き続きご指導のほど、よろしくお願いしたいと思います。

【要藤不動産市場企画調整官】 分析のやり方については、私のほうからお答えさせて

いただきます。

森泉先生ご指摘のとおり、経済分析をするときに、予想とか期待というのをどう入れ込

むかというのは、モデルの考え方といいますか、合理的期待形成なのか、そのほか、フォ

ワードルッキングなのか、いろいろ考え方があるので、そこをどうとらえるかによって、

出てくるインプリケーションはまた違ってくるというのはおっしゃるとおりでございま

す。このモデルにつきましては、そこのところは、通常、内閣府などでよく使われている

モデルをベースにつくったモデルでございますので、そういう一般的な形のモデルになっ

ていると我々は認識をしております。これは実は、前川先生にもいろいろ、研究会とかで

ご指導をいただいてやっておりますので、そういうものになっているということでござい

ます。

あと、予想のところ、我々、せっかくそういうアンケート調査で、実際にモデルとは離

れて、生の声として聞いているデータがあるので、それを使ったらいいのではないかとい

うのはまさにおっしゃるとおりでございますので、今後、そういうこともちょっと考えて

いきたいと思っております。

最後、ご指摘いただきました１１６ページの年齢別の宅地資産の保有額の分析でござい

ますけれども、これにつきましては、実は我々のほうで「世代間の資産移転の促進に関す

る検討会」という研究会をやっておりまして、問題意識としては、これからは高齢者の方

が持っている土地の資産というのを若い世代の方が使えるようにというようなことが、１

つ施策としてあるのではないかということで研究会をやってきたわけでございます。その

ときに、そもそもバックデータとして、世代間で、その資産の配分とかはどうなっている

のかと。特に不動産資産はどうなっているのかということで、仮定を置いてやったもので

ございまして、おっしゃるとおり全国消費実態調査の数字をそのまま使って、要は比率を

使っているわけですけれども、それと同時に、我々のほうで土地基本調査というものもや
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っておりまして、そのデータ等を見ながら、そんなに変なふうになっていないだろうとい

う、ある程度の当たりは一応つけております。ただ、あくまでもこれはそういう試算であ

るということで、ただ、資産の偏りがあるんだということを見ていただければと、そうい

うふうにご理解いただければと思っております。

【御厨分科会長】 よろしいですか。そちらは。

【森泉委員】 はい。

【御厨分科会長】 それでは、仁坂さん。

【仁坂委員】 私は、知事会代表なんだそうでございまして、そこから指名されたので

すが、あまり打ち合わせをしてきているわけではありませんので、勝手に個人の意見を述

べさせていただきます。

まず、場所的に言うと、ご立派な分析をしておられるのですが、第１部第３章の第３節

あたり、わりと議論になっているところだと思います。このときに、例えば、土地の政策

というのは何を目的にしてやろうとしているのかということなのですが、多分、土地の利

用度を高めればいいと、土地価格はマーケットで決まればいいと、こういうことだろうな

という前提で申し述べさせていただきますが、したがって、土地価格が下がる可能性もあ

るなと思いながら言っているのですけれども、１つは、供給という意味では、あるいは利

用に供するという意味では、リバース・モーゲージが何でないのかなと。ＲＥＩＴがいっ

ぱい出てくるので、それの中身のテクニックまでいろいろ分析している割には、先ほど世

代間のと言われましたけれども、何でないのかなというような感じがいたしました。

それからもう一つは、この中にも分析がありますが、土地に関しては、今後、何もした

くないという人たちがあると。土地に関してはそのとおりだと思いますし、地方圏の、特

に空洞化が激しい町で起こっていることは、建物つきの土地がいっぱい残ってしまって、

廃墟みたいになっているのがいっぱいあるのです。それで、自分のところの話をいたしま

すと、和歌山県は２つの観点からこれの整理に乗り出そうとしているのですが、なかなか

うまくいかない。１つは、景観が著しく外部不経済効果を及ぼすと。

例えばケーキ屋と花屋があって、真ん中に営業をやめた八百屋があって、屋根まで崩れ

ていてぼろぼろということになると、それこそ、周りにえらい外部不経済を及ぼす。よう

考えたら、そこのところの八百屋は早くうちを片づけて、もう誰も住んでいないという前

提なんですけれども、駐車場に貸してやれば、ケーキ屋も花屋も、きっと助かるに相違な

い。それから地主も固定資産税ぐらい払えるに相違ないと、こういうことになると思うん
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ですけれども、なかなかやろうとしないんです。これを和歌山県はやろうとして、条例を

つくったのですけれども、周りの人たちがみんな言ってきたら、段階を追って、最後は行

政代執行をして、そのかかった費用まで取りにいくというような、ものすごいやつをつく

ったんです。

同じ並びで、和歌山県は防災の観点からは、津波なんかが怖くて、逃げなければいけな

いところなんです。ところが廃墟が避難路沿いにあったら地震で壊れるんです。それで、

せっかくつくった避難路をふさいでしまう可能性があって、これはとてもよくないので、

もう少し公権力のほうを強くして、こいつを撤去してしまうというようなことまでやって

いるんです。

段階の問題で言えば、一番ひどいのは、こうやってうちが建っていて、それで放ったら

かしになっているケース。うちがなくて放ったらかしになっているケースは、結構売れる

し、例えば駐車場なんかにもどんどん供用されるし、それから、ひょっとしたら不動産屋

の目につきやすいという、感覚的な問題かもしれませんが、再開発に資するような動きが

出てきやすいんです。で、何でこんなことになるんじゃと、いろいろ考えると、これは根

本的な原因は、やっぱり税制にあるのではないかと思っているんです。固定資産税が、建

物が建っておって、住宅用なんですよねといって、昔住んでいましたという状態でも６分

の１になりますよね。それでこれが、いやいや、危ないからといって壊してしまうと、一

挙に６倍になるわけです。したがって、本当にいい買い手がつかない限り放ったらかすと

いうのがインセンティブになっている。これはやはり、日本の土地政策の観点から、手を

つけたほうがいいのではないかと私は思います。その結果、大変な持ち土地に対するディ

スインセンティブになるから、供給が増えて、多分土地の価格が下がってしまうというお

それがあって、和歌山なんかはひどいことになる可能性もあるのですが、しかし、廃墟で

放っておくよりは日本のためにはよろしいかなと思うので、思い切って手をつけたらどう

だというふうに、一国民として思っております。そういうことを、すぐには、いくらなん

でも白書だから書けないけれども、におわすぐらいにおわしておかないと、次の政策にな

らないよねというふうに思う次第であります。

それから、必ずしも分析ではないので、実際、第二部に関することですから、何て言い

ますか、やっていないことは書けないという意味では、やってないことは書けないのです

が、やっていることを並べているのを感想として申し上げますと、例えば防災については、

これは都市防災しか、皆さんご関心ないなという感じがするのです。特に津波が来る地域
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なんかを考えますと、土地というよりも防災対策なのですけれども、一番恐ろしいのは、

実は津波が来たときに絶対に逃げ切れない、つまり、早く来過ぎるので逃げ切れない地域

が、和歌山県をはじめ、幾つかのところにあるんですね。そういうところは、多分組織的

な土地改造をしてしまわないといけない。例えば、そこはもう住むところじゃなくて、高

台に全部集団で移転しましょうとか、あるいは大きいビルをつくって、中に複合的に住み

ましょうとか、津波が来たときは下を素通りするようにして、そういうようなことをやっ

ていかないといけないんだけれども、これはこれからの政策課題だと思いますけれども、

そういうことについての、政策的なターゲットになっているという感じがしないなと、こ

の土地政策というのは。これは、やっていないんだからしようがないじゃないかというこ

とで直しようがないのですけれども、将来の問題としてぜひご検討いただきたいと思いま

す。

同じく、これも別にこの白書をどうこうするということではないのですが、物事の、再

開発にしろ何にしろ、あるいは公共事業にしても、地籍調査ですね。これが基本的に前提

になっていきます。地籍が未整備のところはなかなか進まないんですよね。和歌山県も、

恥をさらすようですが、大変問題のあるところで、今、せっせとやっているのですけれど

も、そのときに頼りになるのはやはり国の補助金なんです。だからそういう意味で、ずる

ずると減ってきていて、心配だなという感じがするんで、日本国をきちんとするという意

味では、こういう基本的なところはどんどん奨励して、今すぐそこを何とかということで

なくても、やはりちゃんと将来に備えておこうということは大事ではないかと。１回やっ

てしまうと、あとは所有権が誰になろうと別に構いませんから、そういう意味では、そう

いう基本的なところはぜひ力を入れてもらいたい。これは白書の問題ではないのかもしれ

ませんが、政策の問題としてお願いをしておきたいと思います。

【御厨分科会長】 よろしくどうぞ。

【河田企画課長】 ご意見どうもありがとうございます。

まず、１点目のリバース・モーゲージについては、どういうことが書けるのかというこ

とにつきまして、住宅局と相談をさせていただきたいと思います。

それから２点目の、知事に懸命にお取組いただいて、景観支障防止条例を、旧建設省の

人間ですが、僕の後輩が一生懸命つくったということで、いろいろ連絡をいただいており

ますけれども、少子高齢化が進む中で、和歌山県でも非常に重要な問題だと思いますし、

日本全国で非常に重要な問題だと思っております。ややもすると、それぞれの担当、住宅
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局、都市局、うちの局を含めて、それぞれの担当がばらばらやっているというような感も

ないわけではないので、少しその辺、横で連携を図りながら、どういうことができるのか

ということを考えていきたいと思っております。

それから防災についても、特に南海トラフ地震の被害想定につきましては、静岡県に次

いで和歌山県も非常に大きいですよね。大きい土地柄だと思いますので、都市防災だけで

はなくて、そういう地域の防災もセットで考えるべきだというようなご指摘はそのとおり

だと思いますので、そういうことを含めまして、白書の議論とは別の、私どもの日々の業

務をどういうふうに運んでいくのかということだと思いますけれども、そういうことを心

して行政運営に当たっていきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。

それでは、地籍調査について、お答えをお願いします。

【佐藤地籍整備課長】 地籍整備課長でございます。知事さんのほうから、和歌山県は

お恥ずかしいというお話がありましたけれども、全くそんなことはなくて、全国で断トツ

に、一番、今進めていただいている……。

【仁坂委員】 現在はそうです。

【佐藤地籍整備課長】 はい、そういう状態ですので。

【仁坂委員】 根っこが恥ずかしいということです。

【佐藤地籍整備課長】 いやいや、それでもそこそこ進んでおりますので、ということ

で、どちらかというと、ほかの県が全部和歌山県さんを見習っていただくと大変ありがた

いなとは思っておりますが、ご指摘のように、国の予算もきちんと確保していかなきゃい

けないなというふうには、問題意識としては思っておりますので、頑張っていきたいと思

います。

これはやはり、ある意味予算が全てでして、予算がないと物理的にどうしても進まない

んですね。ただ、そればかりも言っていられないので、いろいろコスト縮減をする努力で

すとか、あるいは地籍調査だけじゃなくて、民間の測量成果を活用していく方策ですとか、

いろいろ工夫はしていきたいと思っておりまして、ご指摘いただいたように、地籍調査が

基本であるというふうに言っていただくと、我々としても大変力強い応援だと思っており

ます。

【御厨分科会長】 それでは髙木委員、どうぞ。

【髙木委員】 今の仁坂知事の意見に触発されたわけではないのですけれども、まず、

土地の利用という以前に、安全保障上から土地取引の規制を強化するということが大変重
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要だろうと思うんです。

よく、新聞などの報道で、水資源の山林がどれだけ買われているとか、あるいは尖閣の

問題じゃないけれども、離れ島が無防備だとか、その辺は、今まで、あんまり前面から取

り組むということが、足りなかったのではないかと思います。一番基本的に、国土をまず

しっかり守らなければいけないわけですし、心ない外国人が入ってきて水源地を押さえら

れたりしたら、国土利用の仕方どころではない大変な問題になってしまうということなの

で、その辺は国交省さんだけの問題ではないだろうと思うんですけれども、取り組んでほ

しいなと思います。

次に、この白書の中でＧＤＰと地価が、乖離したままと指摘されていますが、１つには

少子高齢化ということもあろうと思いますけれども、消費行動が随分変わっていて、厚い

こちらの白書のほうには書いてありますように、ＩＴ化で、多くの人がものを買うときも

楽天であったりアマゾンであったりを利用する様になった。例えば本を買う時、アマゾン

で買うと本当に素早く届く。そのように物の流れが変わってしまい、今までの本屋であっ

たり、あるいは百貨店もそうですけれども、そこに行かなくても買えてしまう。そのかわ

りに物流センターが今、そこら中にできていますよね。楽天さんやなんかが稼いだ分は本

屋や百貨店で買ったのと同様にＧＤＰのほうに入っていくわけですけれども、一方地価の

高い所に店を構えないで、地価の安い所の物流センターで済んでしまう。ＩＴ化によって

消費者の行動が大幅に変わり地価の変動に影響が出ている。そういった背景があるので、

２０年前のＧＤＰと、この地価との関係というのと、現状では、前提条件が随分違うのだ

ろうなと、こう思います。

それから土地情報の問題ですが、特に外国の投資家に対して土地情報が少ない、あるい

は充実度がどうとありますけれども、国交省さんは随分努力されて、土地情報自体はかな

り整っていると思います。私も海外に勤務している息子の嫁と孫が学校に入るために急遽

戻ってくることになって、近場のマンションを買ったら、契約した１カ月後にはもう国交

省さんから調査が来まして、素早く集めているなと、よく分かったのですけれども、１つ

には外国人向けに、やはり英語でまとめているとか、そういうのがないと、彼らはいつも

こういう言い方になってしまうんだろうな。だから、今ある資料をもっと外国人向けに使

いやすくしてあげるということでかなりの部分解決できるのではないかなという感じがい

たします。

それから第３章のところの、所有と利用の分離というのはずっと前々から言われていて、
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今までもいろいろな例が紹介をされていますし、今回も柏と、千代田区の家守の例をとり

あげているのですけれども、いずれにしてもみんな分かっているんですよね。今、知事さ

んもおっしゃった様に、つぶれてしまった八百屋が問題だというのにも当てはまりますけ

れども、歯抜けになってしまった商店街であったり、何かを再開発するその手立てをどう

作れるかが重要なんだと思います。どういう組織がいいのか、あるいは組織を支えていく

人材をどうやって育てるのか、そういったところがポイントだと思うんです。そういうと

ころを掘り下げないと、所有と利用とを分けてやるんですよと言っていてもだめなので、

やはり具体的なこういう例が、どういうふうにしてできたか、それを担う人材というのは

どうやって見つけたらいいか、行政とどう連携したらいいか、その辺を具体的に突っ込ん

でいったほうがいいなと、こういう感じを持ちました。

感想だけで申しわけないのですけれども、以上です。

【御厨分科会長】 ありがとうございます。何か、そちらから。

【河田企画課長】 いろいろとご意見ありがとうございました。

４点ご意見いただいたかと思いますけれども、一言ずつだけコメントさせていただきま

すと、安全保障上、外国人の土地取引に対する、水源地などを含めまして規制するという

ようなことにつきましては、その辺は政府を挙げて取り組むべき課題だと思っております

ので、私どもも参加しながら、そういう国民の声にしっかり応えるというようなことが重

要だと思っております。１点目でございます。

２点目としましては、地価の分析について、ＩＴ化ですとか、そういったものを含めて、

きちんと、ＧＤＰだけではなくて分析するということはおっしゃられるとおりだと思いま

すので、ちょっと、来年度への課題というようなことで受けとめさせて、そういった意識

で、今後作業をしていきたいと思っております。

それから土地情報につきましては、お褒めもいただきまして、ありがとうございます。

ただ、英語で情報を提供するというようなことは、おくればせながら、我が局にも国際課

ができましたので、そういった作業をきめ細かくやっていくことが必要かなと思っており

ます。

それから最後ですけれども、所有と利用の分離については、言葉でこういうふうに言う

のは簡単なのですけれども、本当に骨の折れる、非常に難しい作業、現場の作業だと思い

ますので、こういったことについては、社会実験的に、実際にいろいろやってもらいなが

ら、進めていくというようなことが必要かなとも思っておりまして、いずれにしても積極
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的に取り組んでいきたいというふうに思っております。ご意見ありがとうございました。

【御厨分科会長】 それでは、佐々木さん。

【佐々木委員】 ただいまもお話がありましたけれども、農業の立場で、所有と利用に

関係して一言だけ申し上げたいと思います。

今、私ども農業の関係者で困っているのは、農地が耕作放棄地化しているという問題で

す。今、全国で４０万ヘクタールで、茨城県の面積だとか滋賀県の面積に匹敵するという

話で言われているわけですけれども、これを解消するために、所有と利用の関係で、でき

るだけ地域の担い手に、賃貸借なりで集積させて利用しようとしているわけですけれども、

そのときに隘路になっているのが、不在村地主が非常に多いということなんです。また、

その所在が不明だという方が、少なからずいるということなんです。これは相続が未登記

のままに、場合によっては何代も未登記になっているということになると、地域の中でで

きるだけ利用するようなことで所有者を探すわけですけれども、なかなか行き当たらなく

て、非常に困難になっている。こういうことがさらに続くとなれば、やはり農村地帯にも、

農地所有の空洞化が進むというような大きな問題になってくると認識しているところでご

ざいます。こういうことで、農水省も農地法を改正したりして取り組んでいただいている

わけですけれども、これは農政の問題だけではなくて、少子高齢化という話もありました

けれども、従事者が減少する、あるいは高齢化する中で、今のような、ある意味では社会

現象だというふうに考えれば、農水省だけではなくて、やはり国を挙げて、インパクトの

ある国家プロジェクトとして取り組むことが大事ではないかと思っているんです。

２３年度でしたか、国土交通省であるアンケート調査をされて、パンフレットをつくっ

て、あれは非常にいい試みだったと思いますけれども、いずれはもっと大々的に、これに

取り組むような施策が必要ではないかと思っておりまして、そういう意味では、この土地

に関する動向のところで、どこの項目に該当するかは分かりませんけれども、この辺の認

識の話なり、やはり関係者に啓発するという意味でも、どういう記述になるか分かりませ

んけれども、何らかの形で、今回という意味ではありませんけれども、今後に向けて何か

アピールしていただいて、そのことが契機となって、全国的な取組に広がれば非常にあり

がたいと思っています。

調査をやっていただいた結果について、私、大変いい中身だと思って見せていただきま

したけれども、あれは２４年度の白書には載せていただきましたでしょうか。例えば事例

的にだとか、調査結果だとかですね。
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【要藤不動産市場企画調整官】 今お話になった調査結果でございますけれども、国土

政策局という、またちょっと、我々と別の局のところが、農水省さんと連携しながらやっ

たアンケート調査でございまして、２３年度に調査をして、２４年の冒頭に公表したもの

と聞いております。昨年の白書では、それについては取り上げてはおりませんけれども、

新聞記事等にも載ったということは我々も把握しておりますので、また担当の部局とちょ

っと相談させていただいて、もし今後、新しく何かやるということであれば、そういうこ

とをまた白書に入れ込むとか、そういうこともちょっと考えていきたいなと思っておりま

す。

【御厨分科会長】 よろしゅうございますか。

【佐々木委員】 はい。

【御厨分科会長】 それでは、佐々木さんに次いで、小林さん。

【小林委員】 土地白書の中で、特に私が注目しているのは、毎年２例ほどある分析テ

ーマです。今年もかなり的確な分析テーマを事例として挙げて、大変興味深く読ませてい

ただきました。ありがとうございます。

その分析テーマの中の１つ、私にかかわるテーマとしては経済・社会構造の変化。特に

人口減少、高齢化が急速に進んでいるということに対する土地利用の変化に大変興味があ

ります。特に今回は、かなり詳細なミクロ調査をやられていて、かなり参考になると思っ

ております。

ただ、我が国の人口減少、高齢化の問題は、ミクロな問題とあわせて、マクロの問題も

相当に大きな問題でして、いわゆる市街地が縮減しているという問題をどうとらまえてい

くかという、その議論もかなり大きなテーマとして挙がってくる必要があります。特に、

従来国土交通省が、市街地が拡大しているという時代に対応した施策をいろいろ用意して

きた、その施策がほとんど役に立たなくなってきつつあるという時代における現象だとい

うように考える必要があります。ミクロな問題がある一方で、もう少しマクロな問題もあ

るんだと思います。当然、ほかの、恐らく国交省のほかの部局でやっていることですから、

ここに上がってこないかもしれません。そのミクロ、マクロの二つの問題があって、特に

ヨーロッパではそういう人口減少がかなり早くから始まった、例えばドイツあたりはこの

２つの手法を一体的に議論していると伺っていますので、そういうスタンスが必要ではな

いかと思っています。特に高齢者にとって市街地の縮減というのは大きな問題で、郊外部

に取り残されるという問題が、例えば地方都市においてはかなり現実味を帯びています。
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人口減少と少子高齢化、特に高齢化問題をあわせて土地問題としてとらえると、マクロな

現象をどうとらえ、それにどう対応していくかということも大きなテーマではないかと思

っています。

ミクロの点については、かなり詳細な分析をされていて、大変参考になりました。ただ、

このミクロの調査に対する対応策というのは、今、いろいろなところでいろいろな議論が

あって、極めて多様です。先ほど森泉さんからマーケットの話がありましたが、マーケッ

トの議論もあるし、一方で、もう少し制度的に対応しなければいけない、抜本的に、例え

ば土地所有の考え方を改めなければいけない、それにあわせる制度をどうつくるかという

議論も含めて、かなり多様な議論を、少なくともここは交わさなければいけないと思って

います。

最後に、たまたま私がかかわった家守事業の仕組み、第３節の一番最後から２枚目のペ

ージで家守事業が出ております。この家守事業の提言のまとめ役が私でしたが、その後約

８年経過しまして、家守事業はそれなりに成功を納めつつあるというふうに考えておりま

す。家守事業の展開は、千代田区だけではなくて、名古屋でも大阪でもやられています。

あるいは北九州でもやられている。実はそれぞれ大変特徴的な地域で、この家守事業は展

開しています。それは、東京においても名古屋においても大阪においても、もともと繊維

問屋街だったところで家守事業は展開しております。繊維問屋街としてのオフィスを構え

られていましたが、そこが産業構造の大きな変化でオフィス需要が減少し、都市の中に空

洞ができてしまった。そういうエリアです。神田もその１つですし、名古屋では錦二丁目、

大阪は船場です。そこでこういう事業が展開しているのです。そういう空きビルを使って

こういう事業をやろうということが、これは申し合わせたわけではなくて、なぜか、同じ

事業がそれぞれの地区で個別に起きてきました。だから逆に言うと、それだけ一般性があ

るということでございます。

千代田区神田における家守事業は８年目を迎えて、若干問題が出てきています。うまく

いっているのですけれども、うまくいっているがための問題が出てきている。それは家守

が、今、１つの事業者を中心にかなりうまく展開しているのですけれども、そこで、先ほ

ど髙木さんのお話にもございました人材を育てているんです。育てている人材が、次の家

守事業を展開できるような土壌が、どうも日本ではなかなか生み出せない。ということは

具体的にどうかというと、幾らビルをコンバージョンして活用するといっても数千万から

億の単位のお金が必要です。そのお金を用意して、新たに家守事業を展開し、その家守事
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業の周辺の空きビルをテナント貸ししてというストーリーを実はつくっていました。

ところが人材としての家守は育つけれども、周辺のビルに新たに展開して、家守事業を

やるというための条件が整備されない。簡単に言うと、数千万から億の単位のお金がなか

なか用意できない。たまたま今日、資料３とか資料４で、事業制度の議論の資料をいただ

いたのですけれども、これもちょっと、その事業にうまく適用できるかというと、なかな

か悩ましいなという感じがしております。資料３、資料４の何か延長線上に、そういう家

守事業をある意味でサポートする仕組みが生まれればいいなと思っているところです。

最後に一言だけ。先ほど髙木さん、あるいは和歌山県知事のお話がございましたが、実

は静岡県の都市計画マスタープランの方針策定を、私がまとめ役で進めまして案がまとま

りました。そのときに大きな問題になったのは、静岡の海岸近くの土地利用の問題であり

ます。海岸近くの土地利用をどういうふうに計画的に描いていったらいいのか、相当悩ま

しい問題でして、昔の地図等をよく調べて土地利用がどうあるべきかをよく検討するべき

だと思っております。過去の阪神淡路大震災の時にも、かって災害履歴のあったところに

は人が住まない地区としてしばらくあったが、100年近くたつとそのことが忘れ去られて、

人々が住みつき災害に遭ったという事実があります。 以上です。

【御厨分科会長】 どうぞ。

【河田企画課長】 多岐にわたるご意見どうもありがとうございました。意見の全てに

ついて、本当に、我々の行政運営に役に立つご指摘をたくさんいただきまして、どうもあ

りがとうございます。

まず１点目、家守事業につきましては白書に書かせていただきましたけれども、政策的

に、何かもう少し光を当てて、実際に地域に定着するような取組ができないかどうかとい

うようなことを考えておりますので、またその辺は、ちょっとご指導を仰ぎに行きたいと

思っております。よろしくお願いします。

それから都市の問題について、ミクロだけではなくてマクロの、コンパクトシティ的な

発想が重要だというようなことにつきまして、今、私どもも都市局と一緒に勉強しており

まして、どういうような政策で受けていくことができるのかというようなことについて、

知恵を出していきたいと思っております。いずれにしましても、貴重なご意見どうもあり

がとうございました。

【御厨分科会長】 では、どうぞ、最後。

【熊倉委員】 意見を１つと、それから二つ、三つお願いをさせていただければと思う
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のですけれども、私も震災被災地を回ったりしまして、やはり、地方の少子高齢化という

のがすごく進んでいるというのを実感しております。それで、鑑定評価をするときなども、

そういう、都市部から離れた場所をどう評価するのかという話になるのですけれども、結

局今、解決策は、多分コンパクトシティということで、ある程度集合・集約するという方

向に行くのは、多分、それは間違いないんだろうと思うんです。それをどうやって促進す

るかということだと思うんです。

先ほどもお話がありましたけれども、ずっとこう、今まで外延的に拡張をするという政

策がずっととられてきたのですけれども、恐らく今度は、都市計画区域を極端な話、縮め

るみたいな話というのが本当はあるんだろうなと。ただ、都市計画区域を縮めるというこ

とは、言うは易いですけれども、これは財産権、結果的に、その価格を安くするという財

産権の侵害というのは、これは、都市計画区域で指定しているときは上がるから誰も文句

は言わないのですけれども、逆をやろうとすると、非常に大変な苦労が多分起こるんだろ

うと。だけど本当は、そこは使わないようにしようよということで、むだなインフラの拡

張とか、そういうのをとめることによって、インフラのランニング費用を、日本全体から

すれば圧縮するというような、そういう方向に働くと思うので、やはりこれは、今回の部

分ではいいのですが、長い目で見ると、これからそれをやっていかなきゃいけないんだろ

うなというふうに思っているので、そういう準備というか、いろいろな研究をすべきでは

ないのかなというのが、日々感じているところの意見でございます。

それから要望ということなのですけれども、先ほども髙木委員から情報発信という面で、

国交省のホームページを見ますと、すごく英語版が充実してきました。それは私も認めま

す。１つ、今度国際課がせっかくできたので、海外の人が関係しそうな、国交省所管の法

令とか、あるいは法令に準じたもの。そこは、やはり英語の資料をつくるような、予算が

ないというお話があるんだろうと思うのですけれども、そんなこともぜひ、徐々にやって

いっていただければというお願いが１つでございます。

それからもう一つ。第３章の２５年度のところで、地価動向の的確な把握ということで、

地価公示の推進などの施策が載っております。これは、ここの白書の中の全体でも、やは

り１つ、土地基本法の中で、地価というのをどうやって具体的に地価情報を流していくか

ということで、非常に重要な施策だと思うんです。２６年の公示でいきますと、１割強、

先般、日経にちょこっと載って、今日、こうやって公開されていますけれども、大幅に減

っているということでございます。地価公示というのは、実は先ほどの価格情報の提供や
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ら、あるいは昨年から始まっています住宅の不動産価格指数、これらの基礎資料の、結果

的に提供元になっております。それから皆さんもご承知だと思いますが、税の問題でいく

と、特に固定資産税の全国的な統一というか、負担水準の適正化の、やはり大きなベース

なんですね。そういう意味で非常に大事なデータでございますので、地価公示のあり方検

討会ということで、いろいろ検討されていることはよく承知していますので、もう一度、

これからいろいろ取組なさるということなので、しっかりご検討いただけたら。私は、個

人的には従来やっていましたので、少なくなってしまったなというふうには思っておりま

すので、それが通るのか、今の時代環境で見て、しっかり、もう一度見直していただけば

なと思います。

以上でございます。

【仁坂委員】 関連でよろしゅうございますか。

【御厨分科会長】 どうぞ。

【仁坂委員】 熊倉委員、その前の小林さんも佐々木さんもそうなのですが、ちょっと

触発されまして、ちょっと放談風になるかもしれませんが、申し上げておきますと、実は

私は国土庁ＯＢでありまして、当時は狂乱物価、狂乱土地価格を、国土利用法でどうやっ

て抑えつけるかと、こういうようなことをやっておった時代なんです。そのときから問題

意識というのは随分変わってきて、それで、土地利用をどうやって高度化していくかとい

うような要素がいっぱい入っている。それで、なるほどと思って、なかなかハイカラだわ

いと思って読ませてもらっていたのですが、ふと局長の役職を見ると、建設経済局が一緒

になっているなと、こういうふうに思うわけです。したがって、土地利用に関する多様な

経済主体の営みみたいなやつは、ちゃんとビルトインして入っていると。

ところが、熊倉さんがおっしゃったように、もう一つの要素が多分あって、それは都市

計画だと思うんです。そして都市計画がよろしくないと、多分、土地利用もちゃんと進ま

ない。だから、これは局の中に入っていないんだけれども、来年からで結構ですけれども、

土地利用という観点からは、都市計画をどういうふうにして持っていけばいい土地利用が

できるのかというようなことを、やはりビルトインして考えていかないと、いい土地政策

ができないのではないかなと。そろそろ、そういう時期なんじゃないのかなというふうに

思いましたので、感想だけ申し上げておきます。

【御厨分科会長】 何かございますか。

【河田企画課長】 都市計画との連携につきましては、同じ省内でございますので、今
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も市街地の再編成に向けた勉強会は都市局と一緒にやっておりますので、十分連携をとっ

て対応してまいりたいと思います。よろしくお願い申し上げます。

【御厨分科会長】 ほかにご意見、ご質問どうでしょう――なければ、どうもありがと

うございました。

私、分科会長を数年やっておりますが、だんだん、この土地白書というのが見えてきた

ところがありまして、今日、先ほどお話がありましたように、結構、毎年攻めていくとこ

ろが幾つかあって、途中むなしく、武運つたなくというところもないわけではありません

が、しかし、よくやっていらっしゃるというのが私の印象であります。

特に、私は復興に関して、政府の委員をやっていた関係から言うと、この白書、やはり

ほかのいろいろな役所が出しているものの中で、随分読ませる工夫をするようになったな

という感じがいたします。これは下手をすると、統計表が載っているだけの、つまらない

様相になるのですけれども、結構それに、もちろんいろいろな工夫をされているのと、そ

れから、毎年感心するのはコラムというやつですね。ここで結構、おもしろく、くだけた

話をしている。こういうことがありますと、これはやはり、だんだん読まれるようになる

んですね。そうじゃないと、土地白書なんて、やはり普通の人は、えってなもんで、読ま

ない。だから、その工夫が毎年出ているなということが、今日思った印象の１つです。

それから第９章に、復旧・復興のところを設けていただいたということなのですが、私

はこれをぜひ続けていただきたいと。先ほど仁坂さんがおっしゃいましたけれども、これ

からやはり起こり得る自然災害、特に地震についての、１つの、今起こったものを収集し

ていく過程と、これから起こるかもしれないものに対する、つまり、どういう示唆を与え

たらいいかって、両方あると思うんですね。ですからぜひ、ここのところは、だんだんペ

ージ数が少なくなって、最後に消えちゃったというのではなくて、充実して、毎年、少し

議論をしていただけるとありがたいなということでございまして、これは印象だけでござ

います。

それでは、平成２５年度の、この土地に関する基本的施策案につきまして、各委員から

幾つかご指摘がありましたけれども、結論といたしましては、今回、事務局から説明があ

りました原案のとおりで、異議なしと、あとは来年度へ向けての叱咤激励ということのよ

うな気がいたしますが、そういうことで、異議なしということでよろしゅうございましょ

うか。

（「異議なし」の声あり）
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【御厨分科会長】 ありがとうございました。

それでは、予定されている議事は以上でございます。本日の議事はこれで終了させてい

ただきたいと思います。

議事進行を、事務局にお返しします。

【河田企画課長】 ありがとうございます。

終了する前に、佐々木局長が参りましたので、一言御礼の挨拶をさせていただきたいと

思います。

【佐々木土地・建設産業局長】 本日はどうもありがとうございました。御厨先生にも、

おまとめいただきましてどうもありがとうございました。また、最後に大変過分なお褒め

の言葉をいただきまして、大変恐縮に存じます。

大変遅参してまいりまして、恐縮でございましたけれども、いろいろお話をお伺いいた

しておりまして、やはり土地というのは経済生活なり市民生活の基盤でございますので、

土地をめぐる議論をし始めると、それはすなわち、今の時代をどうしていくかと、そうい

う議論になるわけでございまして、そういう意味では、必ずしも白書の内容にとどまらず、

大変いろいろな示唆をいただいたと思っております。

実は私ども、いろいろなご指摘を受けまして、ずっと人口が減ってきている中で、市街

地も縮小している中で、我が国が国際競争力を高め、あるいは地方では過疎化が進んでい

る。それから地方・大都市問わず、空き地、空き家が生じてきていると、耕作放棄地も生

じてきていると。土地をめぐる様々な課題が山積しているわけでございまして、そういう

ものに対して、正直、焦る気持ちもございます。何とか早く、新しい時代に対応した制度

をつくっていかなければ手遅れになるのではないかという、そういう焦りもありながら、

今日は皆様のお話をお伺いしたわけでございます。

もちろん、来年の白書がさらに充実したものになるように努めるとともに、政策面にお

きましても、今日いただいたご意見を、何とか、新しい時代に、我々として咀嚼していき

たいと思っております。これからもぜひ、ご指導をよろしくお願いいたします。

本日はどうもありがとうございました。

【河田企画課長】 以上をもちまして、本日の予定は終了いたしました。

本日の資料のうち、土地白書に関する資料につきましては、６月中旬に予定しておりま

す閣議決定後に公表となりますので、資料の取り扱いについてはご留意をお願いしたいと

いうことと、議事録につきましては閣議決定後の公表となりますので、よろしくお願いを
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申し上げます。

それから、資料につきましては大部でございますので、席に置いておいていただければ

送付させていただきますので、そのまま置いておいていただければと存じます。

委員の皆様におかれましては、本日は貴重なご意見を賜り、また、熱心なご議論、ご審

議をいただきまして、まことにありがとうございました。

―― 了 ――


